
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件抗告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　本件抗告申立の適否について判断するに、裁判官忌避申立却下の裁判は、当該裁

判官が審理を継続している限りにおいてこれを取り消す実益があり、本件ではこれ

が失われている旨の原判断は相当である（最高裁昭和五九年（し）第二九号同年三

月二九日第一小法廷決定・刑集三八巻五号二〇九五頁参照）から、本件抗告の申立

もまた法律上の利益を欠き不適法である。

　よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

　　昭和六二年一月二一日

　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　牧　　　　　　　圭　　　次

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　島　　　谷　　　六　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　藤　　　島　　　　　　　昭

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　香　　　川　　　保　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　林　　　　　　　藤　之　輔
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